
「三ヶ根通信ボランティア」オフ会

'15年6月7日(日)

ボランティアルーム

１ 実施済 ＢＮＨ総会出席

4月22日(水)19:00～ TRJ/大嶽、LIF/堀 が出席

２ 実施済 5月19日(火)危機管理課竹内主事と打合せ(荒川課長も同席)

ユニフォーム不足に対し、支援を要請した

結果 今までのユニフォームでなくベストを市の方で購入し貸与

(中学生用30着、大人用10着)

３ 中学生増による訓練会場

ボランティアルーム→さわやかルーム１，２

使用料の免除申請をする

会則が必要（別紙案）

４ 中学生防災通信ボランティア第1回訓練

6月28日(日)13:30～

訓練内容をどうするか？

５ 中学生ＯＢへの連絡をどうするか

６ 西尾市総合防災訓練について

日時 平成27年11月5日(木)

場所 西尾市立福地中学校

７ その他





様式第4号(第8条関係)

平成２７年６月　　日

　　西尾市幡豆いきいきセンター指定管理者様

申請者　住所(所在地)　西尾市東幡豆町池田2-1

　　　　氏名(名　称)　三ヶ根通信ボランティア

　　　　　　(代表者)　　　　　　　堀　克 次

　　　　　　(電　話)　　　　　0563-62-3704

利用許可書番号

及び許可年月日

利　用　施　設

利　用　日　時

利　用　目　的

免　除　理　由

免 除 申 請 額 　　　　　　　　　　　　　９００円

注意　免除理由欄には、下記により該当する番号で記入してください。（条例第10条関係）

　⑴　市内に在住在勤のおおむね６０歳以上の高齢者及び高齢者の団体

　⑸　公益を目的とし市長が特別な事由があると認めるもの

西尾市幡豆いきいきセンター使用料免除申請書

　　　　第　　　　　　号　　　　　　　　年　　　月　　　日

西尾市幡豆いきいきセンターさわやかルーム１、２

　　２７年　６月２８日　　 午前・午後　　　１時　００分から

　　２７年　６月２８日　　 午前・午後　　　４時　００分から

　　中学生防災通信ボランティア第1回訓練

（５）

　西尾市幡豆いきいきセンター使用料の免除を受けたいので、次のとおり申請します。

　⑵　市内に在住在勤の身体障害者、知的書障害者、精神障害者、難病患者等の障害者及び

　　　障害者の団体

　⑶　市内に在住在勤の児童及びその保護者並びに児童及びその保護者の団体

　⑷　市内で保健福祉の普及、啓発、向上及び支援を目的として活動する個人及び団体





三ヶ根通信ボランティア会則(案)

(会の名称)

第１条 この会の名称は、三ヶ根通信ボランティアと称する。

(目的)

第２条 地震等により発生した災害に対し、アマチュア無線等を利用した情報伝達を中心

にしたボランティア活動を行う。また災害に備えて訓練を実施する。

(会員)

第３条 旧幡豆町(幡豆地区)に在住在勤の者を中心に、災害時の情報伝達に関心のある者

で構成する。

(活動内容)

第４条 本会は次の活動を行う。

(1) 地震等の災害(特に西尾市立幡豆中学校区)に発生時にアマチュア無線等を利用した

情報伝達を中心にしたボランティア活動を行う。

(2) 市内等で開催される防災訓練に参加する。

(3) 幡豆中学生防災通信ボランティアに対し情報伝達を主とした訓練を行う。

(4) 幡豆支所及び幡豆地区各避難所に設置されているアマチュア無線機器の維持管理を

行う。

(役員)

第５条 本会に次の役員をおく。

代表 １人

(会計)

第６条 本会の会計は、収益金他により運営する。(会費なし)

(定例会)

第７条 本会の定例会は、毎月１回程度「幡豆いきいきセンター」ボランティアルームに

て開催する。

(届出)

第８条 代表者、住所等に変更があったときは、愛知県知事及び西尾市長に変更届を提出

する。

附則

この会則は、平成27年6月 日から施行する。



○○○○ 通 信 訓 練通 信 訓 練通 信 訓 練通 信 訓 練

トランシーバについてトランシーバについてトランシーバについてトランシーバについて

電力の大きなものを使用するのは無線従事者免許がいる

免許のいらないものは、電波の届く範囲がせまい。

非常通信の場合は、生命が大切なので制限がない。

トランシーバーによる通信

片通話である。携帯電話と違う。糸電話と同じ。

ＰＴＴボタンを押しながら話す。ＰＴＴボタンを離して聞く。

ＰＴＴ(Ｐｕｓｈ Ｔｏ Ｔａｌｋ)

「どうぞ」と「おわり」が必要

通信をするとき

はっきり落ち着いて話す。

すぐには聞きなおせないので、わからなかったところがあれば、そこを覚えておく。

トランシーバのＭＩＣ部分に口を近づける(離すとエコーがかかったような声になる)

一度に多く話さない。

誰が誰と話しをしているかがわかること。

訓練のときは、必ず「訓練訓練訓練訓練」の言葉を言う。

訓練内容訓練内容訓練内容訓練内容

避難所 「本部、本部、こちらは( )避難所の( )です。

感度いかがですか？ どうぞ」

本 部 「( )さん、こちらは( )です。感度良好です。」

少し雑音が入りますが分かります。

雑音が多くて聞きづらいです。

ほとんど、了解できません。もう一度お願いします。

避難所 「○○さん、それでは○○避難所から、本部へ要請がありますので、送っ

ていいですか？どうぞ」

本 部 「送ってください。どうぞ」

避難所 「訓練訓練訓練訓練 こちらは、○○避難所の○○です。 要請内容は、訓練

(依頼された文を伝える)

です。どうぞ」

本 部 「了解しました。復唱します。

訓練訓練訓練訓練

(受信文をメモ)

これでいいですか？どうぞ」

避難所 「間違いありません。こちらは○○避難所でした。おわり」

本部 「 さん 了解しました。おわり」



別 紙 1

平成 27年度西尾市総合防災訓練について

1 訓 練 開 催 日 時 等

（1）日 1時

平 成 2 7年 1 1月 5日（ 木 ） 午 前 9時 0 0分 か ら 正 午 （ 予 定 ）

（2）会 場

西尾市立福地中学校

（3）主 催

西尾市

・（4）想定

南海トラフ地震及び大津波

（5）その他

訓練参加につきまして、別紙2の1に記入してください。

2 第 1回 総 合 会 議

（1）日 時

平 成 2 7年 7月 1 0日 （ 金 ） 午 前 1 0 時 3 0分 か ら 午 前 1 1 時 3 0 分 （ 予 定 ）

（2）場 所

西 尾 市 役 所 2階 2 2会 議 室

※西尾市役所は名鉄西尾線西尾駅東一口から東方面に徒歩約6分です。

住 所 西 尾 市 寄 住 町 下 田 22番 地

電 話 0 5 6 3 － 6 5 － 2 ． 1 3 8

（3）内 容

訓練概要、事務日程、訓練会場等について

会議終了後、希望者を対象に午後 1時 30分（予定）より訓練会場となる福地中

学校を視察する予定です。

※現地訓練会場の視察を希望される方は、車両にてお越しください。車両以外の方

については、事務局より送迎便を御用意いたします。

（終了は午後3時頃の予定です。）

（4）その他

会議出席者につきまして、別紙 2の 3に記入してください。

3 調 査 票 提 出 期 限 等

（1）提出方法及び提出期限

7月 3日 （ 金 ） ま で に メ ー ル ま た は FAXで 御 提 出 を お 願 い い た し ま す 。

（2）提出先

西尾市役所 危機管理課（大竹、村井）

E－ m ai l： h- o o t a k e @ c i t y . n i s h i o . l g . j p

F A X ： 0 5 6 3 － 5 3 － 7 5 1 2

電 話 ： 0 5 6 3 － 6 5 － 2 1 3 8


